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告 示 

 

三重県告示第 443 号 

生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 55 条において準用する同法第 49 条の規定により､医療扶助のための施

術を担当する施術者を指定しました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 指定年月日 

藤田 尚夫 やすらぎの手治療院 松阪市新町 820-2 平成 22 年 5 月 10 日

高橋 泰子 らいふマッサージ治療院 亀山店 亀山市みずほ台 14-284 平成 22 年 6 月 8 日
 

 

三重県告示第 444 号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14

条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条の規定により、次のとおり医療扶助の

ための医療を担当させる機関を指定しました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

指定医療機関の名称 所在地 指定年月日 

やすらぎの手治療院 松阪市新町 820-2 平成 22 年 5 月 10 日

らいふマッサージ治療院 亀山店 亀山市みずほ台 14-284 平成 22 年 6 月 8 日
 

 

三重県告示第 445 号 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定しま

した。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サ ー ビ ス の

種 類

2460390079 
訪問看護リハビリ

ステーション桜 

鈴鹿市道伯町 2150-15 

2ＦＡ 

合同会社ＲＥＤ ＧＬＯ

ＶＥ 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問看護 

2470503364 デイサービス幸の里 津市河辺町 2692 株式会社山幸建設 
平成 22年

8 月 1 日 
通所介護 

2472100706 なでしこの家 員弁郡東員町穴太2578-4 株式会社ＳＨＩＮＥＩ 
平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470503315 
やさしい手津丸之

内訪問介護事業所 

津市東丸之内3丁目 7番

リバーサイドＦＫ2階 
株式会社やさしい手三重 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470503349 
指定訪問介護事業

所ハートヒルかわげ 
津市河芸町浜田860番地 

社会福祉法人アイ・ティ・

オー福祉会 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470302122 
株式会社愛安住 鈴

鹿営業所 
鈴鹿市西条5丁目76番地 株式会社愛安住 

平成 22年

8 月 1 日 
福祉用具貸与

2470302122 
株式会社愛安住 鈴

鹿営業所 
鈴鹿市西条5丁目76番地 株式会社愛安住 

平成 22年

8 月 1 日 

特定福祉用具

販売 

2472901194 
デイサービスささ

ゆり 

志摩市磯部町恵利原

126-16 
株式会社三重福寿会 

平成 22年

8 月 1 日 
通所介護 

2470503323 
ヘルパーステーシ

ョン緑の館 
津市藤方字百反2255番3

特定非営利活動法人いち

まる 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470900271 ハローケアプラザ 鳥羽市大明西町1番 1号
株式会社鳥羽ショッピン

グプラザ 

平成 22年

8 月 1 日 
福祉用具貸与

 

平成22年8月13日 三　重　県　公　報 第　2214　号

2



2470900271 ハローケアプラザ 鳥羽市大明西町1番 1号
株式会社鳥羽ショッピン

グプラザ 

平成 22年

8 月 1 日 

特定福祉用具

販売 

2471300752 
訪問介護事業所え

がお 
名張市松崎町1339番地1 株式会社えがおサポート 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470101490 
デイサービスファ

ミリア多度 
桑名市多度町香取2122-22 合同会社ファミリア 

平成 22年

8 月 1 日 
通所介護 

2470203189 
ヘルパーステイショ

ン陽だまりの郷 楠 

四日市市楠町小倉 763-1

プレステージ四日市楠館

センターハウス内 

特定非営利活動法人日本

ライフ協会 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2470503356 
福祉用具ショップ

みえ 
津市安濃町妙法寺873-5 

株式会社グリーンタウン呼

吸嚥下ケアプラニング 

平成 22年

8 月 1 日 
福祉用具貸与

2470503356 
福祉用具ショップ

みえ 
津市安濃町妙法寺873-5 

株式会社グリーンタウン呼

吸嚥下ケアプラニング 

平成 22年

8 月 1 日 

特定福祉用具

販売 

2472901202 
訪問介護メディカ

ルガーデン志摩 

志摩市阿児町鵜方 2682

番地 398 

メディカルガーデン志摩

株式会社 

平成 22年

8 月 1 日 
訪問介護 

2472901210 
デイサービスメディ

カルガーデン志摩 

志摩市阿児町鵜方 2682

番地 398 

メディカルガーデン志摩

株式会社 

平成 22年

8 月 1 日 
通所介護 

 

 

三重県告示第 446 号 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 46 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅介護支援事業者を指定しま

した。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サ ー ビ ス の

種 類

2470503331 カラフル 
津市中河原630サンタプ

レイス 109 
株式会社アイアム 

平成22年

8 月 1 日 
居宅介護支援

2470801354 

学校法人協栄学園

ケアプランセンタ

ー 

伊勢市御園町高向字沖

川原 1746-2 
学校法人協栄学園 

平成22年

8 月 1 日 
居宅介護支援

2472901186 

メディカルガーデ

ン志摩指定居宅支

援事業所 

志摩市阿児町鵜方 2682

番地 398 

メディカルガーデン志摩

株式会社 

平成22年

8 月 1 日 
居宅介護支援

 

 

三重県告示第 447 号 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者を

指定しました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

介護保険事

業 所 番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サ ー ビ ス の

種 類

2460390079 
訪問看護リハビリ

ステーション桜 

鈴鹿市道伯町 2150-15 

2ＦＡ 

合同会社ＲＥＤ ＧＬＯ

ＶＥ 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

看護 

2470503364 デイサービス幸の里 津市河辺町 2692 株式会社山幸建設 
平成22年

8 月 1 日 

介護予防通所

介護 

2472100706 なでしこの家 員弁郡東員町穴太2578-4 株式会社ＳＨＩＮＥＩ 
平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2470503315 
やさしい手津丸之

内訪問介護事業所 

津市東丸之内 3丁目 7番

リバーサイドＦＫ2 階 
株式会社やさしい手三重 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2470503349 
指定訪問介護事業

所ハートヒルかわげ 
津市河芸町浜田860番地

社会福祉法人アイ・ティ・

オー福祉会 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2470302122 
株式会社愛安住 鈴

鹿営業所 
鈴鹿市西条5丁目76番地 株式会社愛安住 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防福祉

用具貸与 
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2470302122 
株式会社愛安住 鈴

鹿営業所 
鈴鹿市西条5丁目76番地 株式会社愛安住 

平成22年

8 月 1 日 

特定介護予防

福祉用具販売

2472901194 
デイサービスささ

ゆり 

志摩市磯部町恵利原

126-16 
株式会社三重福寿会 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防通所

介護 

2470503323 
ヘルパーステーシ

ョン緑の館 
津市藤方字百反2255番 3

特定非営利活動法人いち

まる 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2470900271 ハローケアプラザ 鳥羽市大明西町 1番 1号
株式会社鳥羽ショッピン

グプラザ 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防福祉

用具貸与 

2470900271 ハローケアプラザ 鳥羽市大明西町 1番 1号
株式会社鳥羽ショッピン

グプラザ 

平成22年

8 月 1 日 

特定介護予防

福祉用具販売

2471300752 
訪問介護事業所え

がお 
名張市松崎町1339番地1 株式会社えがおサポート 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2470101490 
デイサービスファ

ミリア多度 
桑名市多度町香取2122-22 合同会社ファミリア 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防通所

介護 

2470203189 

ヘルパーステイシ

ョン陽だまりの郷 

楠 

四日市市楠町小倉 763-1

プレステージ四日市楠

館センターハウス内 

特定非営利活動法人日本

ライフ協会 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2471000048 

介護予防デイサー

ビスセンタースバ

ル台 

尾鷲市大字南浦 4587 番

地の 4 
社会福祉法人長茂会 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防通所

介護 

2470503356 
福祉用具ショップ

みえ 
津市安濃町妙法寺 873-5

株式会社グリーンタウン呼

吸嚥下ケアプラニング 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防福祉

用具貸与 

2470503356 
福祉用具ショップ

みえ 
津市安濃町妙法寺 873-5

株式会社グリーンタウン呼

吸嚥下ケアプラニング 

平成22年

8 月 1 日 

 

特定介護予防

福祉用具販売

2472901202 
訪問介護メディカ

ルガーデン志摩 

志摩市阿児町鵜方 2682

番地 398 

メディカルガーデン志摩

株式会社 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防訪問

介護 

2472901210 

デイサービスメデ

ィカルガーデン志

摩 

志摩市阿児町鵜方 2682

番地 398 

メディカルガーデン志摩

株式会社 

平成22年

8 月 1 日 

介護予防通所

介護 

 

 

三重県告示第 448 号 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 46 条第 1 項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス

事業者から当該指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出がありました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

事業所番号 事業者の名称 
事業者の主たる

事務所の所在地
事業所の名称 事業所の所在地

障害福祉サー

ビ ス の 種 類 

廃 止

年 月 日

2410900068 
有明の里有限

会社 

鳥 羽 市 相 差 町

1878 番地 1 

ケアサービス

有明の里 

鳥 羽 市 相 差 町

1878 番地 1 

居宅介護・重度

訪問介護 

平成 22 年

6 月 30 日
 

 

三重県告示第 449 号 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

なお、関係図面は、三重県県土整備部維持管理室に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

第 1 

1 道路の種類 国道 

2 路 線 名 477 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

旧 27.40～142.50 62.60三重郡菰野町大字菰野字田子地 8504 番 14 から 

三重郡菰野町大字菰野字田子地 8504 番 15 まで 
新 46.30～142.50 62.60
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三重県告示第 450 号 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

なお、関係図面は、三重県県土整備部維持管理室に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

 
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 

 菰野東員線 

三重郡菰野町大字吉澤字杉本 1576 番から 

三重郡菰野町大字下村字三反田 1537 番 2 地先まで
平成 22 年 8 月 20 日 

県道 

 相鹿瀬大台線 

多気郡大台町柳原字的 923 番 1 から 

多気郡大台町柳原字川口 1217 番まで 
平成 22 年 8 月 13 日 

県道 

 蓮峡線 

松阪市飯高町七日市字落添 866 番 2 から 

松阪市飯高町七日市字落添 853 番 2 まで 
平成 22 年 8 月 13 日 

 

 

海 調 委 告 示 

 

三重海区漁業調整委員会告示第 6 号 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 11 条第 4 項の規定により、漁業権の免許内容等の事前決定について、次

のとおり公聴会を開催します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三重海区漁業調整委員会会長  黒  田  耕 一 郞 

1  期    日 平成 22 年 9 月 1 日（水）  午前 10 時から同 11 時まで 

2  場    所 三重県津市栄町 1 丁目 954 三重県栄町庁舎 4 階 三重海区漁業調整委員会委員室 

3  目的及び内容 次の海域における漁業権の免許内容等の事前決定について、漁業権を有する者、入漁権を有

する者、漁業権に基づいて漁業経営をしている者、漁業協同組合関係者、その他利害関係のあ

る者から意見を聴取します。 

 
漁業の種類 漁場計画を樹立する海域 

定置漁業 志摩市志摩町和具大島地先海面 

 

 

公 告 

 

三重県環境影響評価条例（平成 10 年三重県条例第 49 号）第 20 条第 2 項の規定により、聴取会を次のとおり開

催します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

株式会社青山高原ウインドファーム 代表取締役社長 中西 正 

三重県津市博多町 5 番 63 号 

2  対象事業の名称、種類及び規模 

青山高原ウインドファーム風力発電増設事業（工場若しくは事業場の新設又は増設事業） 

敷地面積 約 56ha 

風力発電所出力 80,000kW（2,000kW×40 基） 

3  対象事業実施区域 

津市及び伊賀市地内 

4  聴取会の開催の日時及び場所 
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平成 22 年 9 月 18 日（土） 午後 2 時から（開場午後 1 時 30 分） 

津市白山総合文化センター 研修室 2（津市白山町二本木 1139-2） 

5  意見を聴こうとする事項 

青山高原ウインドファーム風力発電増設事業に係る環境影響評価準備書に関する環境の保全の見地からの

意見 

6  意見陳述の申出に関する事項 

(1) 申出書の記載事項 

ア 氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに

聴取会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名） 

イ 対象事業の名称 

ウ 環境の保全の見地からの意見の要旨（日本語で記載する。） 

エ 意見陳述の申出人の電話番号（通常の連絡先及び緊急の連絡先） 

(2) 申出先 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 三重県環境森林部水質改善室 

電話番号 059-224-3145 ファクシミリ 059-229-1016 

(3) 申出方法 

持参、郵送又はファクシミリ 

(4) 申出期限 

平成 22 年 9 月 3 日（金）（午後 5 時必着） 

7  その他 

意見陳述の申出が多数の場合は、意見陳述人は抽選により選定することがあります。 

申出期限までに意見陳述の申出が無い場合には、聴取会は開催しません。また、天災その他やむを得ない理

由により、聴取会の日時、会場等を変更することがあります。 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 14 条第 1 項の規定により、次の基本測量を実施する旨、国土地理院の長

から通知がありました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  作業種類 

基本測量（電子基準点現地調査） 

2  作業期間 

平成 22 年 9 月 7 日から平成 23 年 1 月 28 日まで 

3  作業地域 

熊野市及び度会郡南伊勢町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 14 条第 1 項の規定により、次の基本測量を実施する旨、国土地理院の長

から通知がありました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  作業種類 

基本測量（精密水準測量及び地盤沈下調査のための水準測量） 

2  作業期間 

平成 22 年 9 月 7 日から平成 23 年 3 月 18 日まで 

3  作業地域 

四日市市、桑名市及び三重郡朝日町 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 16 条第 1 項の規定により、東紀州圏域（尾鷲、熊野、紀伊長島及び

御浜都市計画）の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に係る都市計画案の公聴会を次のとおり開催します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
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1  開催日時、場所等 
 

都市計画の

種 類 

都市計画 

区 域 

当該都市計画

区 域 内 市 町 
開催日時 開催場所 案の縦覧場所 案の縦覧期間 

意見申出書の

提 出 期 間

尾鷲 尾鷲市 

熊野 熊野市 

紀伊長島 紀北町 

都市計画区

域の整備、

開発及び保

全の方針 

御浜 御浜町 

平成22年

9月 12日

（日） 

午後 1 時

から 

開場 

午後 0 時

30分から

三重県熊野

庁舎5階大

会議室 

熊野市井戸

町371 

三重県県土整備部

都市政策室、三重

県情報公開・個人

情報総合窓口、尾

鷲建設事務所、熊

野建設事務所、尾

鷲市役所建設課、

熊野市役所建設

課、紀北町役場建

設課、御浜町役場

産業建設課 

平成 22 年 8 月

13 日（金）から

同月 30 日（月）

まで 

（土・日曜日を

除く開庁時間

に限る。） 

平成 22 年 8 月

13 日（金）から

同月 30 日（月）

まで 

（最終日の午

後 5 時 15 分必

着） 

（郵送の場合

は、最終日の消

印有効） 

 

2  その他公聴会の開催に関し必要な事項 

(1) 公述人の資格 

都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者に限ります。 

(2) 申出の方法 

公聴会で意見を述べようとする者は、三重県都市計画公聴会規則（昭和 54 年三重県規則第 36 号）第 4 条

に規定する都市計画案意見申出書を郵送、直接持参又はインターネットメールにて三重県県土整備部都市政

策室に提出して下さい。 

申出書は、縦覧場所に備え置きます。また、県のホームページにも掲載します。 

(3) 公述人の指定及び通知 

公聴会において意見を述べることができる者は、意見申出書を提出した者のうちから、意見の類似性等を

考慮して三重県知事が指定し、本人に通知します。 

(4) その他 

ア 意見申出書の提出期間に申出書の提出がない場合には、公聴会は開催しません。 

この場合、開催日の 1 週間前までに、都市計画案の縦覧場所及び県のホームページに、その旨を掲示し

ます。 

イ 公述人が多数の場合又は公聴会の運営上必要があると認める場合は、一人当たりの発言時間を制限する

ことがあります。 

ウ 傍聴は制限しません。ただし、会場の収容人員を超える場合は、入場制限を行います。 

(5) 意見申出書の提出先及び公聴会についての問い合わせ先 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

三重県県土整備部都市政策室 

（電話）059-224-2718 

（インターネットメール）toshiki@pref.mie.jp 

（ホームページ）http://www.pref.mie.jp/TOSHIKI/HP/toshi/kouchou.htm 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更したいので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 17 条第 1 項の規定により、次のとおり当該

都市計画の案を公衆の縦覧に供します。 

なお、当該都市計画の案については、都市計画法第 21 条第 2 項において準用する同法第 17 条第 2 項の規定に

より、縦覧期間満了の日までに三重県に意見書を提出することができます。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  都市計画の種類及び名称 

紀伊長島都市計画道路 

3・5・3 号賢島長島線 

7・6・1 号長島港線 

2  都市計画を定める土地の区域 

都市計画の図書において表示します。 

3  都市計画の案の縦覧場所 
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三重県県土整備部都市政策室及び紀北町建設課 

4  縦覧期間 

平成 22 年 8 月 13 日から同月 30 日まで 

 

宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 66 条第 1 項の規定により宅地建物取引業者の免許を取り消し

たので、同法第 70 条第 1 項の規定により公告します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  処分をした年月日 

平成 22 年 8 月 4 日 

2  処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び免許証番号  

共同開発株式会社 代表取締役 飯田 いつ子 

三重県四日市市栄町 6 番 5 号 

三重県知事(1)第 2937 号 

3  処分の内容   

宅地建物取引業法第 66 条第 1 項第 3 号の規定に基づく免許の取消し 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 22 年 

7 月 21 日 
三重郡菰野町大字千草字草里野 6458-31 ほか 1 筆 

三重郡菰野町大字菰野 2406-1 

内 田 隆 史 

平成 22 年 

7 月 22 日 

松阪市新開町字上り畑 271-1 

 〃 魚見町字門前 131-1 ほか 1 筆 

松阪市魚見町 120 

奥 村 龍 一 

奥 村 ななほ 

平成 22 年 

7 月 30 日 
松阪市久保町字分レ谷 1846-193 

松阪市日丘町 563-79 

宮 村 貴 光 

 

 

特 定 調 達 公 告 

 

次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

平成 22 年 8 月 13 日 

三 重 県 警 察 本 部 長   河  合     潔 

1  入札に付する事項 

(1) 借入物品及び数量 

情報管理システム新規業務サーバ機器 一式 

(2) 構成品 

ア 警察庁情報照会管理サーバ   1 式 

イ 保管場所管理サーバ      1 式 

ウ 統合管理サーバ          1 式 

（上記すべての機器について、搬入、設定、配線及び調整等一式を含む。） 

(3) 借入物品の特質等 

借入物品の特質等に関し、三重県警察本部長が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必

要です。 

(4) 契約期間 
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契約締結日から平成 28 年 11 月 30 日まで 

(5) 賃借料支払い期間 

平成 22 年 12 月 1 日から平成 28 年 11 月 30 日（保守付 6 年リース） 

(6) 納入期限 

平成 22 年 10 月 29 日（金） 

(7) 履行場所（納入場所） 

三重県津市栄町一丁目 100 番地 三重県警察本部 

警務部情報管理課電算室 

2 入札に関する事項 

(1) 本件入札は、三重県物件等電子調達システム（以下「電子調達システム」という。）を利用して行いますが、

書面（以下「紙入札」という。）により参加することもできます。 

(2) 本件入札は、開札事務を電子調達システムで行うため、本件入札に紙入札で参加する場合であっても、電

子調達システムの利用登録が必要です。4 の(1)アの申請書を提出するまでに 5 の(3)の場所に電子調達シス

テム利用登録申請を行い、登録確認を受けてください。 

(3) 電子調達システム利用登録者が電子調達システムにより 4 の(1)アの申請書の提出を行った後は、紙入札へ

の途中変更はできません。 

(4) 電子調達システムに係る運用については、「三重県物件等電子調達システム運用基準」によるものとします。 

3  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1) 競争入札参加資格 

当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。 

イ 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

4  入札者及び落札候補者に求められる義務 

入札に参加を希望する者は、あらかじめ電子調達システムの利用登録申請を平成 22 年 8 月 24 日（火）午後

5 時までに行い、(1)のアに掲げる申請書を同年 9 月 6 日（月）午後 4 時までに(2)に示すいずれかの方法によ

り、三重県警察本部警務部会計課用度係へ提出してください。 

また、落札候補者にあっては、入札実施後に(1)のイからキまでの書類を提出してください。落札候補者に

求める書類提出期限は、平成 22 年 9 月 29 日（水）の午後 0 時までとします。ただし、再入札を行った場合は、

別途提出期限を定めます。 

なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1) 提出書類 

ア 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 3 条第 1 項に定める申請書（第 1 号様式（そ

の 2）） 

イ 消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その 3 未納税額がないこと用）」（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

ウ 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」（三重県の県税事務所が過去

6 月以内に発行したものです。）の写し 

エ 「機能及び定価証明書」（別紙様式 1）及び物品に関するカタログ 

定価がオープン価格の場合は、自社で販売する価格を記載すること。 

人件費は、積算価格を記載すること。 

オ 「統合管理ソフトウェア機能証明書」（別紙様式 2） 

対応可否欄のチェックを記入すること。 

機能を充足するために必要なソフトウェア名称及びその機能を具体的に記載すること。 

カ 当該物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスサービス体制が整備されていることを証明す

る書類「メンテナンスサービス体制表」（別紙様式 3） 

キ 過去 3 年の間に当該契約と規模を同じくする契約実績を有し、これらをすべて誠実に履行した実績（契

約期間中を含みます。）の有無を示す証明書（別紙様式 4） 
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(2) 提出方法 

ア 電子調達システムにより参加する場合 

電子入札システムの「証明書／提案書等」の提出により行います。 

イ 紙入札により参加する場合 

次の場所に、持参又は郵送により提出してください。 

なお、郵送の場合も期日までに必着としてください。 

〒514-8514 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

三重県警察本部警務部会計課用度係 担当 神田 

5 入札手続等に関する事項 

(1) 担当部局 

〒514-8514 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

三重県警察本部警務部会計課用度係 担当 神田 

電話 059-222-0110（内線）2261  ファクシミリ 059-226-9917 

(2) 契約条項を示す場所 

(1)に同じです。 

(3) 電子調達システム利用登録窓口 

〒514-8570  三重県津市広明町 13 番地 

三重県出納局会計支援室企画支援グループ 

電話 059-224-2772  ファクシミリ 059-224-2784 

(4) 調達説明書（仕様書）の配付方法 

(1)の場所で、平成 22 年 8 月 13 日（金）から同年 9 月 6 日（月）まで（三重県の休日を定める条例（平成

元年三重県条例第 2 号）第 1 条に規定する休日を除きます。）の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで配付します。

また、三重県のホームページ「三重県物件等電子調達システム－入札情報公開システム」からもダウンロー

ドできます。（http://www.pref.mie.jp/D1SUITO/eps/） 

(5) 入札参加資格確認結果の通知 

平成 22 年 9 月 13 日（月）までに通知します。 

(6) 入札書提出の日時及び場所 

ア  電子調達システムによる入札の場合 

日時 平成 22 年 9 月 24 日（金）午前 10 時まで 

イ 紙入札による入札の場合 

日時 平成 22 年 9 月 17 日（金）から同月 24 日（金）午前 10 時まで 

場所 三重県津市栄町一丁目 100 番地 三重県警察本部警務部会計課（郵送先ではありません。） 

入札書は郵送のみ受け付けます。一般書留又は簡易書留によることとし、「入札書」及び「入札（見積）

内訳書」を同封し、封筒に「情報管理システム業務サーバ等賃貸借契約入札書在中」、「三重県庁内郵便局

留」と朱書きにて記載してください。 

【封筒宛名記載方法】 

・ 郵便番号 … 514-0006 

・ 住  所 … 三重県津市広明町 13 番地 

・ 宛  先 … 三重県庁内郵便局留 

・ 受 取 人 … 三重県警察本部警務部会計課用度係 

・ 案 件 名 … 情報管理システム業務サーバ等賃貸借契約入札書在中 

※ なお、上記イに記載した期間内に三重県庁内郵便局へ到達するよう郵送してください。 

(7) 開札の日時及び場所 

日時 平成 22 年 9 月 24 日（金）午前 10 時 30 分 

場所 三重県津市栄町一丁目 100 番地 三重県警察本部警務部会計課 

入札書を提出された事業者で開札への立ち会いを希望される場合は、平成 22 年 9 月 21 日（火）午後 4 時

までに(1)の場所へ連絡を行ってください。 

なお、立会いをする方は、入札参加資格確認結果の通知（証明書等審査結果通知書）（写し可）を持参して

ください。 

(8) 入札方法等に関する事項 
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ア 入札書の記載 

入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 5 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 105 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

イ 入札保証金 

入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

ウ 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加

資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契

約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

エ 落札者の決定方法 

落札者は、本公告に示した物品を納入できると三重県警察本部長が判断した入札者であって、規則第 65

条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

オ 入札の無効 

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 契約書作成の要否 

要 

(3) 入札の中止 

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。 

(4) 詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1) Nature and Quantity of the Products to be leased： 

The new business server for information management system 1 unit 

(2) Date and Time for the Open Bidding: 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 10:30 A.M. on Friday, September, 24, 2010. 

Bids submitted by registered mail must be received by 10:00 A.M. on Friday, September, 24, 2010. 

(3) Managing Authority: 

Finance Division, Police Administration Department, Mie Prefectural Police Headquarters, 1-100 

Sakae-machi, Tsu City, Mie Prefecture, 514-8514, Japan 

TEL:059-222-0110 EXT. 2261 
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電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.jp/ 

 

平成22年8月13日 三　重　県　公　報 第　2214　号

13


	目次
	目次

	T-H220813-2214



